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神奈川県教育文化研究所

第28回  教文研教育シンポジウム

変貌する学校環境と教職員
～外部スタッフと協働した新しい学校像を展望する

　日本の学校現場は、長い間、教員と事務職員・栄養職員等の限られたスタッフから構成さ
れていました。しかし、スクールカウンセラーの配置を契機として、現在では、スクールソー
シャルワーカー、外国語指導助手（ALT※）、学校司書などの専門スタッフ、さらには部活動
外部指導者、学習支援員などの外部人材がともに学校教育に携わってきています。
　また、2014年7月には、教育再生実行会議が「教師の勤務時間や授業以外の活動時間が
世界的に見て格段に長いことを踏まえ、多様な専門職の配置や活用が進むよう整備を行う」
ことを提言しました。この提言を受け、文科省は学校に外部人材を大幅増することを来年度
の概算要求に盛り込みました。
　教職員が外部スタッフと協働して、よりよい学校教育を行うためには、何が必要なのでしょ
うか？今年度から教文研は、外部スタッフに関する調査研究を始めましたが、学校づくりを
すすめる上での課題や問題点などについて様々な角度から考えていきます。
　※ALT＝Assistant Language Teacher
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神奈川県教育文化研究所挨拶
� 岩澤 政和
　主催しています神奈川県教育文化研究所、一
般財団法人神奈川県教育会館を代表してご挨拶
いたします。神奈川県教育文化研究所は設立し
て今年で34年目を迎えます。設立された1980年
は人口急増期で中学卒業生の高校進学を保障す
るための県立高校百校計画の真最中でした。そ
の結果、65校であった県立高校も1988年には
165校となりました。こうした県民運動と連帯し
た形で教育文化活動を続けていくという位置づ
けで教育文化研究所が設立されました。現在でも、
親子映画会、平和教育、教育相談など様々な活
動が継続されています。
　最後に、共催の湘北教育文化研究所からのご
支援に感謝申し上げるとともに、ご後援いただ
きました神奈川県教育委員会、相模原市教育委
員会、一般財団法人神奈川県高等学校教育会館
教育研究所に感謝申し上げ挨拶とします。

湘北教育文化研究所挨拶
� 鹿島 哲夫

　湘北教育文化研究所は相
模原市、県央教育事務所管
内の8市町村の子どもたち
の学びや教職員の教育実践
を支援するため、「学び支
援金」「国際交流事業」「教
育課程自主講座」などの事

業に取り組んでいます。
　教職員の多忙化を解消し、子ども達に向き合
える時間を確保するためにも、外部スタッフの
在り方について研究討議することは極めて重要
だと考えています。このシンポジウムが参加さ
れた皆様にとりましても、日常の学校業務のあ
り方や、所属学校のあり方について考えていた
だく良い機会となりますことをご期待申し上げ、
共催団体を代表してのご挨拶とします。

明星大学教授� 樋口 修資
� （コーディネーター）
　変貌する学校環境下にお
ける、外部スタッフと協働
した学校づくりについて、
4点に渡って問題提起しま
す。

学校に配置される教職員とその根拠

　学校教育法の中には、学校には校長及び相当
数の教員を置かなければならないということが
規定されていますし、学校教育法の37条には具
体の教職員の種類から各職員の職務についての
規定があります。大きく分けて、必ず学校に置
かなければならない「必置教職員」と、任意に
設置することのできる「任意設置教職員」の2つ
に大別することができます。必置の教職員とし
ては、校長・教頭・教諭・養護教諭・事務職員。
この5つの職員については学校の必置職でありま
す。また学校保健安全法では、学校医・学校歯
科医・学校薬剤師は、必ず学校に置かなければ
ならない非常勤の必置職員として位置づけられ
ています。
　こうした必置の教職員以外に任意設置の教職
員として、副校長・主幹教諭・指導教諭・栄養
教諭といった職を設置者の判断によりまして任
意に設置することができるわけです。また助教
諭や講師、養護助教諭から、学校栄養職員、学
校用務員等が任意設置の教職員として学校に置
くことができるわけです。
　高等学校には、さらに実習助手とか技術職員
を置くことができますし、特別支援学校の場合
に寄宿舎を設ける場合には、寄宿舎指導員を置
かなければならないと規定されています。
　また、学校図書館法においては学校司書も学
校図書館の職務に従事する職員として、配置す
るよう努めなければならないという形で、努力
義務規定が設けられています。
　以上のような法令の根拠を置く教職員のほかに、

問題提起
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法令上の規定のない職員も各学校に置かれてい
ます。1つは、自校給食を実施する場合には、給
食調理員が必ず置かれていますし、また、中学
校には、子どもたちの心の専門家としてのスクー
ルカウンセラーやスクールソーシャルワーカー
などが配属されています。
　現在の学校の組織編成は、まさに多様な職員
によって構成されている「教育共同体」として、
様々なスタッフによって構成されているという
ことが分かります。
　必置教職員と任意設置職員の2つにわけられる
教職員スタッフについては、校長・教頭・教諭
などの、「主に教育に携わる職」と、事務職員や
学校栄養職員などの「教育以外の業務に携わる職」
とに、大別することもできます。
　そしてここで問題にしなければならないのは、
どのような外部スタッフが、学校に配置されて
いるのかということです。外部スタッフという
職をどうとらえるか、なかなか難しい課題ですが、
外部スタッフとは学校における任意設置の職員
であって、学校教育法などの法令上の規定のな
い非常勤の職員が該当するであろう。
　これらの外部スタッフについての財源は、①
実際には国の委託事業費で行うもの、②国庫補
助事業費を受けて地方が残り分を負担するもの、
③地方単独の地方財政措置によって単独事業で
行うものに分類され、財源的に言いますと3種類
の事業により実施されています。

外部スタッフの種類

　外部スタッフの種類を大きくわけますと、資
格等を有する「専門スタッフ」と教員等の支援
にあたる「サポートスタッフ」の2つに大別され
ます。さらに報酬が支給されない「学校ボランティ
ア」なども、外部スタッフの中に含めるとする
と3つの分類があり得るわけであります。
　資格等を有する専門スタッフとしては、スクー
ルカウンセラーが最もシンボリックなものですが、
そのほかに近年ではスクールソーシャルワーカー、
外国語指導助手（ALT）、特別支援学校等には看
護師等の特別支援教育専門家が配置をされるよ

うになってきています。
　サポートスタッフとしては、①児童生徒の学
習支援のための指導員や学習サポーター等。②
理科の観察実験補助員としての理科支援員
（PACEO）。③ICTを支援するための技術スタッ
フ（ICT支援員）。④特別支援教育の支援員や介
助員。⑤外国人児童生徒の支援員。⑥学校図書
館の担当職員。⑦運動部活動の外部指導者。⑧
スクールガード・リーダー。⑨スクールヘルスリー
ダー。⑩学校支援地域本部のコーディネーター、
教育活動推進員等々、さまざまなサポートスタッ
フが学校に配置されています。
　こういったものはすべて1つの学校に配置され
ているというよりも、それぞれの学校に置かれ
ているものもあれば置かれていない職もあると
いう形になっています。

学校における外部スタッフ導入の背景

　学校に外部スタッフを導入する背景、理由は
どういうことであったのかということです。学
校に外部スタッフが導入されるきっかけは、大
体1990年代以降の話です。まず、1996年の中教
審答申「21世紀を展望した我が国の、教育のあ
り方について」において、これからは小学校の
専科教育や中学校・高校における選択履修の拡
大を図る観点から、社会人を教育スタッフとし
て活用することが大事だということが指摘をさ
れています。そしてこの答申では、社会人の受
け入れ推進のための特別免許状の創設や、特別
非常勤講師制度の活用をはじめとして、外国語
指導助手、情報処理技術者の増員を図るなど、
社会人の活用を一層推進することが提言をされ
ました。
　さらにこの答申では「今、学校はいじめや登
校拒否（この時は登校拒否という言い方が使わ
れました。）の問題をはじめ、心と体の健康の問
題など、さまざまな角度から対処しなければな
らない教育課題に直面している」との認識の下、
学校医・歯科医・学校薬剤師という必置の非常
勤職員だけではなく、スクールカウンセラーや
市町村の教育相談員など、それぞれの分野で専
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門知識を持つ専門家と積極的に連携し、チーム
を組んでこれらの教育課題に対処することが重
要であるという指摘がありました。学校が直面
する様々な教育課題に対応するために外部スタッ
フを活用しなければならないという提言だった
のです。
　また、2008年の中教審答申においては、「生き
る力を育む」という理念の実現に向けて、「教師
が子どもたちと向き合う時間を確保することは
必要である。このため、それに要する教師数を
確保する観点から教職員定数の改善が重要である。
また、外部人材の活用や地域全体で学校を支援
する体制の構築なども求められる」としています。
　教員の多忙化が明らかになってくる中で、教
師が子どもと向き合う時間をしっかり確保して
授業の質を向上させていくためには、やはり定
数の改善とあわせて外部人材を有効に活用する
ことで、学びの質を向上させていく必要がある
という提言になっています。こういった観点から、
あくまでも教員の負担の軽減ということが、外
部スタッフを活用するときの1つの動機づけに
なっているということも理解できるかと思います。
　2013年の「教育振興基本計画」の第2期計画
を定めるにあたって、中教審が答申をおこなっ
ていますが、ここで一層の外部スタッフの導入
について、積極的な提言をおこなっています。
答申では、「学校の教職員だけで義務教育段階に
おけるすべての課題を解決することは困難であ
る。」との認識の下、これからは外部人材の参画
の促進を進めないといけないが、全国的にはい
まだ普及の途上であるという指摘になっています。
　したがって、「今後地域の実情に応じて、学校
内外のさまざまな知恵・資源を取り入れていく
ことにより、学校等の在り方も、児童生徒の教
育の場であると同時に、多様な人が集まり、協
働し、創造する学びの拠点として、深化させて
くことが期待される。」という提言が行われて、
外部スタッフの活用、専門スタッフの活用とい
うのは、学校教育の質の向上を考えていく上で
不可欠の課題であるという認識が示されました。
　さらに、新たに2014年には「これからの学校
教育を担う教職員やチームとしての学校の在り方」

について中教審に諮問されて、議論をスタート
しようとしているところであります。
　「チーム学校」という言葉で、実は来年度の文
部科学省の概算要求の中にも、チーム学校を支
える教職員の定数改善、あるいは、外部スタッ
フの活用・促進に必要な予算が、計上されてい
ます。
　ここで、この諮問理由の中に文部科学省の1つ
の考え方があらわれています。「我が国の教員は、
課外活動の指導や事務作業に多くの力を費やし、
OECD調査の参加国中、勤務時間が最も長いと
いう結果が出ており、教員や支援教員の不足を
指摘する校長の割合も高くなっています。」とい
う指摘をしています。
　従来よりも複雑化、多様化している学校の課
題に対応していくためには、学校組織全体の総
合力を一層高めていくことが重要だという指摘
をしているわけです。教員とは異なる専門性や、
経験を有する専門的スタッフを学校に配置して、
教員と教員以外の者がそれぞれ専門性を連携し
て発揮して、学校組織全体が1つのチームとして
力を発揮することが求められています。
　これらが中教審への諮問理由になって、これ
からの学校はチーム学校として、学校の教員や
専任のスタッフだけでなく、外部のスタッフと
協働したところで、チーム学校としての力を発
揮していこう、そういう学校像に転換していく
ことを求めています。こういったことが外部スタッ
フを導入する1つの大きな背景、理由になってい
ると思います。

イギリスの事例から

　1990年代のイギリスの労働党政権の際に国の
教育政策として、教育雇用省（日本の文科省に
あたる）が学校教育の向上を図るためには、教
員の勤務の負担を軽減しないといけない。その
ためには、外部スタッフを導入しないといけない、
と政府文書で公表しました。その後、政府と教
員組合との間でのアグリーメントの中で、教員
にさせてはならない事務的な作業は、学校の教
員以外の者が担うこととすること。したがって
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学校の教員以外の者がきちっと、外部スタッフ
として入ってきて、これらの職務を担うこととし、
そのための必要な財政措置を施すべきであること。
あるいは教育課題に対応するために、スクール
カウンセラーや進路指導、心理相談等の専門家
を学校に導入すべきだということが、イギリス
の教育改革の中ですすめられました。これが今、
先進国共通の方向性になってきているというこ
とがみて取れるかと思います。

外部スタッフと協働した学校づくりの課題

　1）外部スタッフの導入は、文科省の認識とし
ても、全国的には今普及の途上にあるという認
識にとどまっています。国や地方公共団体にお
ける課題として、外部スタッフと協働した学校
づくりが重要課題となっているにも関わらず、
スクールカウンセラーや外国語指導助手などは
全国的な配置が進んできていますが、そのほか
の外部スタッフについては、市町村の財政力の
格差、あるいは取り組みの格差によって、その
普及拡大が進んでいない地域が少なからずあり
ます。ここ神奈川県でも、財政的に豊かな市と、
財政的に厳しい市町村との間では配置の進み具
合に大きな差が見られます。国や地方において
必要な財政補助を講じながら、外部スタッフの
導入を進めていくことが求められているという
ことが一つの課題であります。
　2）教員の多忙化が深刻な状況にあるのは、非
常に大きな問題であります。教員が子どもたち
への教育指導に専念できるよう、教職員定数の
改善の取り組みが、まずは求められています。
外部スタッフの配置充実が、定数改善と相まっ
て進められることが必要であって、定数改善を
進めないまま、安易に外部スタッフだけ導入を図っ
ていくと、逆の意味において学校側の負担を増
大させることにつながりかねないということです。
定数改善と相まって外部スタッフの導入を進め
るという基本線はおさえるべきだと思います。
　3）学校における取り組みの課題ですが、教員
の多忙化を解消して、教員がその専門性を磨いて、
子どもたちへの教育指導に専念できるよう、学

校運営に資する外部スタッフの活用が図られる
必要があります。外部スタッフの導入によって、
連絡調整業務が学校側に生じて、教員の職務負
荷が増加するようなことは、やはり問題である
と言わざるを得ません。
　外部スタッフの導入は、教員の子どもたちへ
の学習指導の充実に資する、学習支援員等々の
形で学習指導の充実に資するわけですが、同時
にいじめ問題、子どもたちの格差や貧困への対応、
子どもたちの保健管理や安全管理、部活動指導
の充実など、複雑化・多様化している学校の諸
課題に対応するためにも、外部スタッフを導入
する意義は大きいと見るべきです。

外部スタッフ導入に関わり行政・学校側で適切
な対応が求められる課題

　①チーム学校づくりを、学校経営において考
えていく必要があるので、校長がリーダーシッ
プを発揮して、どのような形で教員と外部スタッ
フが協働した学校づくりを進めるのか、校長に
はしっかりとした構想力、ビジョンを持ってい
ただく必要があると思います。
　②外部人材をどのように確保するのか。人材
バンクをきちんと整備して、学校が求める人材、
学校で働きたい人材のマッチングをきちっと整
合的に成り立たせるような仕組みを作ることです。
　③外部スタッフ活用に際して、学校との調整
の役割の問題があるので、教頭を中心にコーディ
ネーター的な役割を担う人が学校側にいて、外
部スタッフと学校の連絡調整をすることが求め
られます。そういう業務はかなりのボリューム
がある業務でありますので、そういう調整の役
割を担うのは一体誰で、また、どのようにその
人たちの本来の職務負担を軽減しながら、そう
いう調整業務にあたらせるかという問題があり
ます。
　④⑤外部スタッフの担う業務内容とはいかな
るもので、その範囲はどこまでなのかというこ
とを、学校側と外部スタッフとの間での共通理
解を培わないといけない。そこで、ポテンヒッ
トやテキサスヒットが起こって、問題が生じて
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しまうというのは、これは避けなければいけな
いですし、また、外部スタッフと学校の教員が
協働して事柄にあたるという、その協働の仕組
みをどのように整理するかという課題があります。
それぞれ独立して、それぞれの業務をおこなっ
ているわけではなく、連携して業務を担うとい
う仕組みづくりが必要になってくる。そこをど
うするのかという問題があるかと思っています。
　⑥⑦は、ちょっとネガティブな側面なんです
けれども、外部スタッフのおこなった業務等によっ
て事故が生じた際の責任問題をどうするのかと
いう問題。たとえば、部活動で外部指導者が入っ
てきたときに起こった学校事故の問題に、一体
どう対処すべきなのかという問題や、あるいは
個人情報の宝庫である、学校という場において、
この個人情報の保護管理に外部スタッフがきちっ
とした認識をもって、対応しているか、そこの
ところは大きな問題になってきます。
　⑧最後に、ここで指摘させていただいている
のは、外部スタッフは基本的に非常勤の職員です。
非常勤職員であるこれらの方々が、安んじて学
校の中で、彼らが担うべき業務をきちっとおこなっ
ていただくための勤務環境と処遇、これを一体
どうするのかということが非常に大切です。非
常勤の報酬だけで、ほんとにきちんとした仕事
を担うことができるのか。処遇改善を進めなけ
れば、この外部スタッフの有効活用というのは
進まないのではないかということです。
　この問題提起を受けて、これから各シンポジ
ストからご報告をいただきます。それでは行政
の立場から相模原市教育委員会の川上孝生さん
から、まずはご報告をお願いいたします。

報告 1　相模原市教育委員会　川上 孝生
　私の勤務している青少年
相談センターは、63人のカ
ウンセラーと3人のスクール
ソーシャルワーカーをまと
める部署です。市内109校に
スクールカウンセラー（SC）
を配置しています。また、

市内4つの相談室、9つの相談指導教室の運営も

行っています。SCとスクールソーシャルワーカー
（SSW）の話を中心に、広く外部人材についても、
最近感じていることを交えながら話したいと思
います。

外部スタッフ導入の経過

　どこの学校でも、登校しぶりや不登校の問題
があります。県も市も増えています。特に昨年
は激増していますが、不登校の原因も複雑です。
不登校の原因は昔のイメージと全然違ってきて
います。保護者が精神疾患だったり、家庭の事
情で学校に行かせられないとか、担任が家庭訪
問しても会えないという家庭の状況だったり、
子どもに発達障害などの課題があって、学校で
うまく人間関係を構築できなくて、不登校となっ
てしまうことも、少なくないわけです。
　不登校の子どもの対応を含めて学校が多忙に
なっており、外部スタッフのことについては、
教育委員会としても少しでも本来の学校の先生
の仕事がしやすいように、子どもと向き合える
時間を確保していく。また、学校に求められる
機能が増えてきて、それを取り除いて本来の先
生の仕事、教材研究とか、児童生徒指導に向き合っ
ていただくために教育委員会としても少しでも
お手伝いができるようにいろいろな外部人材を
導入していきました。
　資料にもあるようにA市の場合、多くの多種
多様な外部人材が配属されています。正直「こ
んな人いた？」という人もいるのではないでしょ
うか。かなりの外部人材が入っています。

外部人材増加の矛盾

　私は、外部人材過剰の矛盾というものを最近
感じています。私の若い頃に比べて、かなり外
部人材に恵まれていますが、「果たして先生たちは、
それで助かってるのかな。」もちろん助かってい
るとは思いますが、あるSCから「こんなことも
頼まれるんです。」という話がありました。確かに、
それはどうなのかなと思うこともあります。「親
御さんと会うのなら、このプリント渡しておい
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てちょうだい」とか、「家庭訪問してよ」「ちょっ
と話し辛いので、こういうこと伝えてください」
とか、SCの仕事なのかなって疑問に思うことが
あったということです。SCが子どもの様子を見て、
「このお子さんはこういう特性があるから、こう
いうふうに指導されたらいいんですよ。」ってコ
ンサルテーションしますが、その子が学級を飛
び出てしまって、それをSCが追っかけるみたい
な役になって、それは先生の仕事じゃないかな
ということもあります。
　もちろんできる範囲でお手伝いはするところ
ですけども。そこで疑問に思うことは、多くの
外部人材が入ってきて、何が本来の先生の仕事
なのか、役割分担が、不明確になっているので
はないかと思います。
　私が初任の頃は、部活動の外部指導者もSCの
配属もありませんでした。それで、何だかわか
らない内に部活を持って、一生懸命やった。コ
ンピューターが入るから自分で勉強するなどし
ていたような気がします。昔と比べて仕事が複
雑になっているのは十分わかっていますが、外
部人材がこれだけ入ってしまうと、どこまでが
教員の仕事で、どこまで任していいのかという
整理が必要になってるのかなと思います。あく
までも助手だったり、アシスタントであるとい
うことをもう一度確認をしなくてはいけないと
思います。
　SSW、SCを交えて、学校の先生とケース会議
を開くということが、頻繁になってきます。ケー
ス会議をいつから始めるかっていうと、早くて
も4時ですね。中学校になると、子どもを帰して
から5時、6時となる。となると、もちろんケー
ス会議を必要で開いていますが、会議が増えて
しまう。いわゆる外部と連携をする、外部の人
とお話しをするというのは、ある程度その打ち
合わせの時間が当然必要になってくる。ボランティ
アとの打ち合わせとか、地域の方との打ち合わ
せも土日になるところも出てきます。つまり外
部との連携をするというのはプラスαの時間を
どこかで捻出しなければいけないということも
発生してくる。外部人材活用の矛盾といいますか、
難しいところもあると思いました。

予算確保に向けて

　さて、行政の立場から言うと、実は国の事業は、
国が全部お金払ってくれてるわけではなくて、
青少年相談センターのコストはカウンセラー63
人分、SSW3人分の報酬等を含めて、予算が約3
億です。しかし、国が補助金としてくれるのは、
約8000万ぐらいです。3分の1にも満たなく、市
が毎年2億いくらかを用意しなくてはならない。
市の予算からかき集めなければならない。国が
いろんな事業を打ったところで、行政負担は大
変です。財政が豊かな市とそうでない市で、当
然そこで格差が出てきてしまいます。
　私は指導主事をやっていますが、指導主事は
どういうイメージでしょうか。恐らく「学校に
来て授業見て助言する人。」というイメージかと
思います。指導主事はお金のことも考えなくて
はいけなくて、SCを1人でも増すためには、ど
こを削ってどうするかっていうような、そんな
算段をすることも仕事です。いかに教育予算を
確保するか。いかに現場は必要として、これだ
け実績がある、これだけ子どものためになって
いるという報告をしつつ、教育予算を要求して
いくっていう形になっていると思います。
　財政は潤沢にはありませんから、何か新しい
ことをやるためには、どこか削らなけらなけれ
ばならないという部分で、非常に苦労している
ところです。
　恐らく文部科学省も同じことをしてると思い
ます。SSWやSC増に向けて概算要求するとい
うことは、何かを削るという努力を懸命にやっ
ている。35人以下学級についても、順調に進む
かと思うと、ぴたっと止まったりしますね。朝
令暮改的な感じで、矛盾を感じているところです。
　余談ですが、35人以下学級になりますといい
なと思いますが、市にとっては非常に厳しいも
のがあります。教室数や施設が足らないとなると、
また市のお金を持ち出さなくてはいけないとい
う状況があって、人件費が少し来ただけでは、
実はやっていけないっていう状況があるという
ことを、ご理解いただければと思います。
　教育委員会としては様々なニーズがあります。
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特に相模原市というのは、津久井4町と合併して
政令市になったわけですので、学校によっては
900人を超える学校から、7名しかいない学校ま
であります。そういった特色があり地域差があ
る中で、一体どのようなスタッフが一番必要な
のか。学校によってもニーズが違うと思いますし、
一律に、配置するのも果たしてどうなのかとい
うこともあります。
　全国どこの郡市でも教育委員会の予算編成は
大変苦労しているのではないかと思います。
　人材の確保にいても、これだけ多種多様な職
種がありますと、人材確保も大変です。恐らく
現場の先生は分かっていると思いますが、先生
が療休に入ると、この時期では代替の先生を見
つけるのに厳しい状況になります。コンピューター
アドバイザーとかALTは外部の企業に任せる部
分がありますが、教育支援関係の職種を探すのは、
リストなどを作成しておいても、足らない状況
が発生することもあります。
　また、国の事業でお金がついてる部分は、ど
うにかやっていける。しかし政権が変わって、
国の考え方が変わると、そのお金がおりてこなかっ
たときに、「じゃ、なしね」っていうことができ
るかどうか。もし続けるのであれば、市町村独
自の財源でやらなきゃいけない。それに耐え得
るのかっていうこともあります。

教育ボランティアの可能性

　いかに教育予算を確保するかっていうのは、
私たちの仕事ですけども、最後は人材というか
資源になるのは、地域の力だと思っています。
震災があったときも、行政はすぐ動けそうで実
は動けない。当面はその地域の人の協力によっ
て凌ぐところです。地域として連携がしっかり
している所は、何か学校がやりたいというと、
地域の人がさっと協力ができる。ボランティア
ということで、報酬がないとは思いますが、ボ
ランティアの力も外部人材として今後、貴重な
存在と思います。
　それから、教育委員会で私が担当したインター
ンシップという制度がございます。近隣の大学

と協定を結んで教員志望する学生さんに、市内
の小中学校に入っていただいて、インターンシッ
プという形で、教員のアシスタント的な仕事を
していただいてる。
　それが終わっても、学生さんがボランティア
として入ることがある。実はボランティア観は、
私の時代と全然違うんですね。学生さんに「な
んでボランティアなんかするの。アルバイトで
もすればいいじゃない」っていう話をしますが、
最近の学生さんは、アルバイトじゃなくて、ボ
ランティアの1つでもしないと就活にならないと。
「こういうボランティアを学生時代やってきまし
た。」というのが、自分の就職活動につながるそ
うです。ですから報酬がなくても、やりたい学
生はたくさんいるそうです。教育予算の増額も
必要なのですけれども。実は周りにもいろいろ
な人材があるのだなと思っているところでです。

報告 2　神奈川県スクールカウンセラー協会
� 理事長　小見 祐子

　外部スタッフということ
で、スクールカウンセラー
（SC）がシンボリックな存在
になっています。外部的要
素を持つスタッフとして、
学校には1995年に導入され
て、今年でもう20年目にな

りました。SCは、教育活動のお手伝いというこ
とで、心理的な援助をしています。学校におけ
る児童生徒の不適応の状態像としては、不登校
とか、いじめの加害・被害、非行・退学・反抗
傾向というかたちでSOSを出す子どももいます。
また、背景に発達障害が見え隠れするという、
国でいう特別支援教育、県でいう支援教育のゾー
ンに入るようなこども達たちに対する心理的な
援助をすることも入ってきています。今日は、
学校におけるSCとしての動き方のバリエーショ
ンなどについて提案したいと思います。学校の
先生方の視点でSCを使っていただく時のきっか
け、ヒントにしていただければと思います。
　1）一番典型的なものですが、カウンセリング
ということで、物語るというか、いろいろ話し
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ていただくことで、問題解決のきっかけをつか
んでいくといことがあります。
　2）コンサルテーションというのがあります。
コンサルタントとよく言いますけれども、学校
には主に教諭という教育の専門家が、プロフェッ
ショナルがいらっしゃいます。違う立場としての、
主に臨床心理士は、その心理の専門家というこ
とで、違うものの見方を、仮に提供してみると
いうことが、コンサルテーションっていうこと
だと思います。相談を相談室で、何件も何件も
することも大事ですが、コンサルテーションの
役割に拡大していくと、いいかなと思っています。
　3）コーディネーションということがあります。
学校によってあるいは地域によって、いろいろ
格差というか温度差っていうのはあります。し
かし最近はスクールカウンセラーがだんだん認
知されて、校務分掌の中に位置付けてもらえる
ような流れになってきています。児童指導コーディ
ネーターとか、教育相談コーディネーターとか、
いろいろな名前で学校の中でコーディネートを
専任で位置付けている所もあります。大体は校
務分掌の中で位置付けられています。それでも
なかなか進めない地域では校内での情報共有の
ための仕掛けづくりみたいなことを、個別のポ
イントとなる先生のところを走り回って、あの、「今
から時間どうですか」と言いながら、コーディネー
トをしていた時代がありました。
　4）コラボレーションです。今日の課題も、外
部スタッフとの協働ということですが、教育委
員会関連以外のところで、厚労省関連の児童相
談所や医療機関と連携するときにスクールソー
シャルワーカー（SSW）が導入されて、私たち
は心強く思っています。そういう外部機関と、
特に教育以外の外部機関と連携するのは、以前
は苦労しましたが、SSWといい連携がとれて順
調に進むといいなと思っています。
　5）緊急対応です。ないにこしたことはないで
すが、命に関わるようなことがありますと、最
近は緊急保護者会プラス、ペーパーでの情報提供、
「心のケア」が3点セットということが求められ
ます。このことにいくらか、スクーカウンセラー
としてお手伝いができるかなと思っています。

　6）ケースワークです。これも実はSSWが導
入されてから、とても助かっています。かつて
は担任の先生と一緒に家庭訪問したり、同行支
援という部分で福祉の領域の窓口に一緒にお連
れしたりということもありました。今は、それ
をSSWさんが担ってくれるのでとても助かって
います。
　7）相談室で相談やケース会議や校内の会議を
している以外の時間のことです。空いた時間の
ところで、児童生徒の行動観察ですとか掲示物
はどんな風になってるか等、授業者の先生にお
断りして見せていただくことがあります。それで、
気づいたことをその授業をされている先生に戻
したり、あと学年の先生に戻したりなんていう
ようなこともしています。
　8）場合に応じてコミュニケーショントレーニ
ングということも行います。総合の時間などに
ストレスマネージメントのワークショップや体
験授業、健康教育の一環として養護教諭や保健
体育科の先生と一緒にリラクゼーションの授業、
ワークショップを予防的対応として行うカウン
セラーもいます。
　9）キャリア教育に関わってのワークショップ
のアイデアを提供したり、先生と一緒に授業形
式で行うこともあります。
　10）「相談室だより」を月1回か季節に1回く
らい発行して情報提供をしています。相談室が
いつ開いているか提示していくというPR効果も
狙っています。何のためにスクールカウンセラー
が学校で仕事をしているのかという、一番大事
なことに関わっていると思います。私たちは心
理的援助、メンタルの問題のことに携わってい
ますが、メンタルの問題、心理的なこと、精神
的なことは、とかくやる気・気合・根性、気持
ち次第でそういうことは乗り越えられるという
ような、間違った考え方がまだ世の中で力を持っ
ています。そうではなくて、どんな丈夫な人で
もお腹壊すことあるし、どんな丈夫な人だって
風邪ひいて熱を出したり、捻挫をするなんてこ
とがあります。私たちの脳も臓器の1つなので、
不調になることがあり、そこがアンバランスに
なるとメンタルの問題を抱えることがあるとい
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う正しい情報を、ペーパーベースでも、伝えた
いと思って、「相談室だより」も出しています。
　11）ケーススタディのことです。学校では学
年会や職員会議の一番最後の時間に、児童生徒
の情報共有を行っていますが、それにプラスし
て心理的な見方などを提案して対応の幅を広げ
られるといいなと思っています。
　SCは、おおむね週1回ぐらいの勤務のところ
が多いです。地域によって運用の仕方が違いま
すが、あくまでも教育活動のお手伝いをすると
いう立場で関わっています。ですからできるだ
け黒衣（くろこ）でいたいなと思っています。
黒衣という働き方がいいのではないかというこ
とを私はいろんなところでつぶやいているので、
そのせいではないと思いますが、「魔女っぽい」
とか言われてしまうこともあります。
　要は複眼的な視点を提供し、試しにできると
いいな、くらいに思っています。決定するのは、
もちろん児童生徒、当事者です。教育活動にお
いては、学校の先生が主体となって決めていく
ものだと思っています。今学校に入っている学
習支援員や相談員が子どもさんをどういうふう
に見立てたらいいかということを、悩んでいた
り迷っていたりしている時、そういった方々への、
スーパーバイズといいますか、「ちょっと仮にこ
ういうふうに考えてみて、試しにやってみて」
というようなことを、電話を使ったり連絡ノー
トみたいなものを使ったりしてやっていくこと
も業務としてやっていかれたらと思っています。

報告 3　横浜市立小学校 児童支援専任教諭
� 難波 将城

　児童支援専任を中心とし
た外部機関との連携と、外
部人材の活用について、自
分が今やっていることを具
体的にお話ししていきます。
　報告する内容は大きく5つ
で、（1）児童支援専任教諭

の成り立ちとその職務（2）外部機関との連携（3）
学校の実態と課題（4）外部人材の活用、最後に（5）
まとめという順で話します。

（1）児童支援専任の成り立ちと、その職務について

　まずは横浜の生徒指導、児童指導の歩みにつ
いてご説明します。1973年に全市立中学校に生
徒指導専任教諭が配置されました。その後、問
題行動の低年齢化が進み、特に1983年、屋外生
活者殺傷事件に中学生が実際関わっていたとい
うことで、小学校にも中学校の生徒指導専任の
ような働きをする者を、配置するべきだという
ことになりました。そして、2007年から、横浜
市の各区1校に、この児童支援専任教諭を配置す
るという流れになりました。試験的にここから
始めて、2010年から順次、毎年50校ほど配置校
を増やしました。今年の4月にやっと市内の全小
学校に、児童支援専任が配置されました。
　実際の仕事内容は不登校や発達障害を抱えた
児童への対応、人間関係のトラブルや家庭の機
能不全への対応、医療や福祉的な支援を必要と
している児童へのサポートなど多岐にわたります。
さまざまな課題を抱える児童や家庭について、
これまでは、担任の先生一人が抱えて、一人で
対応することがほとんどでした。専任を配置す
ることによって、担任の先生お一人が問題を抱
えるのではなく学校全体の問題としてとらえて、
組織として対応するように変わりました。その
組織的な対応の中心的な役割を担うのが、専任
教諭ということになります。
　児童指導担当教諭は特別支援教育コーディネー
ターを兼任しています。県で言う教育相談コーディ
ネーターだと思います。学級担任はしません。
どこかの学年に入ってしまうとどうしても、そ
の学年の子どもたちが中心に関わることになっ
てしまうので、学校全体を俯瞰して見るという
立場におります。学校の中心的なメンバーとし
て組織に位置づけもされています。さらに、多
いときでは週に3日ぐらい研修に出ることもあり
ます。各種専門的な研修に参加し、専門性を高
めています。授業も持つことはできますが、週
12時間を限度としています。その代わり非常勤
講師が派遣されるという制度になっています。
　わたしが重点職務として行っていることは、
大きく8つに分類されます。
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　①　課題を抱える児童への指導・支援の充実。
実際の指導・支援の場面で、どういう方針で行
うのか、役割分担をどうするか、などその組織
的対応の中心となります。
　②　教職員の児童理解や、児童指導上の課題
解決力の向上を目指しています。専任は専門的
な研修に参加することが多いので、それをもと
に校内研修を企画したり、職員へ報告をしたり
しています。
　③　教育相談の充実ということで、担任の先
生と私が一緒に面談に入る。また、スクールカ
ウンセラーの先生との調整役を担うこともして
います。
　④　幼保小中学校間、あとは他機関との連携
の中心としての役割を担っています。この辺は
あとで詳しくお話しします。
　⑤　児童の規範意識を高めるということです。
小さな変化を見逃さないで日々の児童指導を重
ねています。
　⑥　健全な社会性の育成ということで、横浜
プログラムという児童の社会性を高めるプログ
ラムを重点的に推進しています。
　⑦　小学校だけではなくて、小学校を卒業し
た後中学校入学後、さらにその後まで見据えて、
長期的にケース会議の実施などをしています。
　⑧　情報収集・情報交流の活性化です。小学
校の場合、担任の先生が1人で問題を抱えてしま
うケースが多いので、風通しをとにかくよくして、
些細なことでも情報交換し合える雰囲気づくり
に努めています。

（2）外部機関との連携について

　区内の小・中学校と毎月一度、区の専任教諭
協議会というのがあって、すべての小・中学校
の専任教諭が一堂に集まります。そこで情報交
換や事例検討等を行っています。近隣の幼稚園・
保育園とは、児童・園児の交流を中心にされて
いるところが多いと思いますが、この専任制度
ができてから、実際に園に子どもたちや活動の
様子を見に行っています。泉区内では新入生に
ついての聞き取りも全保育園・幼稚園にて行っ

ています。区役所関係ではケースワーカー、保
健師、こども家庭支援課などと情報共有を密に
して連携しています。警察関係もかなり近しい
存在になっていますが、警察にはスクールサポー
ターが配置されていて、2週間に一回程度学校を
訪問していただいて、児童の様子を見て頂いたり、
情報交換などを行っています。
　警察の少年相談保護センターでは禁煙教室や
万引き防止研修などを実施していただいたり、
多くの課題を抱えた児童・保護者については、
直接面談もしていただいています。児童相談所は、
虐待の疑いのある家庭への対応。地域の民生委員、
主任児童委員さんとは、日常的な情報交換。特
別支援教育総合センターでは就学相談や教育相談。
教育総合センターや療育センターでのコンサル
テーション事業の活用。SCについては保護者面
談やケース会議への参加要請などを行っています。
　こういった外部機関との関わりがこれまでも
ありましたが、各担当者、たとえば幼稚園との
連携はこの人、中学校との連携はこの人、警察
署はこの人と、バラバラにしかもそれぞれが学
級担任をしながらやっていました。児童支援専
任ができてからは、多くの外部機関との窓口を
集中しようという形で進めています。窓口を一
本化したことで、学校側の対応もすっきりしま
したし、どこの組織の誰々さんというふうに「顔
の見える関係」をつくることができて、外部機
関との関係がよりスムーズになったと思います。
　SCとの関係については、自分が専任になる前
のことを思い返してみると、担任、保護者、子
どもたち、それぞれに困り感があっても、その
関係性は薄かったように思います。課題としては、
子ども、保護者・職員に対して、SCがどういう
役割を果たすことができて、どういう力を備え
ているのかと言うことの周知が不十分で、学校
の体制・組織として、SCの力を十分に生かせて
なかったように思います。特に担任の先生との、
関係がちょっと希薄というか、担任の業務はた
くさんあって忙しいので、なかなかカウンセラー
から声を掛けにくかったり、担任もSCに何をど
こまで相談していいのかという迷いも大分あっ
たように思います。SCも学校が抱える、様々なケー
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スに、個別には対応してくださっていたと思い
ますが、学校全体として見たときにどういう課
題があって、どういう方針で対応しようとして
いるのかというところが、SCとしてなかなかつ
かみにくかったように思います。
　専任教諭の配置後、意識してやったこととし
ては、まずはSCとしっかり連携しようっていう
ところから始めました。これによって保護者・
担任・子どもたちとSCとのそれぞれのパイプが、
非常に強くなったと思っています。さらに、学
校としてSCの力を最大限活用するために、課題
をかかえた児童・家庭について自分が持ってい
る情報をすべてSCと共有するようにしました。
また、勤務形態もこれまでは午前のみ、午後の
みの勤務だったので、なかなか担任とSCが情報
共有する時間を確保するのが難しかったので、
これも変えました。これによってSCが子どもた
ちの様子を見て気づいたことや、保護者のカウ
ンセリングで気づいたことを、担任の先生にフィー
ドバックしてもらえるようにしました。
　次に紹介したいのが中学校ブロックでの専任
協議会についてです。月に一度、行っています。
参加メンバーは、中学校の生徒指導専任教諭、
近隣小学校の児童支援専任。本校の専任の私、
SCの先生と4人で、毎月一度集まって協議会を
開催しています。SCは3校全てで勤務している
ので、全校の情報がわかっているという状態です。
協議内容はSCからの情報提供、情報交換用紙を
用いての事例検討、さらに毎月何かしらのテー
マを持って話し合いをすすめています。
　こういった活動を通して、小・中学校間での
兄弟関係がある児童生徒について、かなり具体
的な話ができるようになりました。家庭の実態
を把握して、保護者対応の方針も小中間で統一
した、指導・支援ができるようになりました。
　また、一校だけでは抱えきれないぐらいの大
きな問題が起こった場合、たとえば学級崩壊が
複数のクラスで出たりした場合などは、この3校
の専任すべてが、その様子を実際に見て、そこ
から意見交換や助言し合うなどして、解決に生
かすようにしています。

（3）本校の実態と課題

　本校はニュース番組や、その他テレビで紹介
されていますので、ご存知の方も多いと思いま
すがかなり特色のある学校です。2つの小学校が
統合して、現在の学校になりました。今年の4月
1日開校です。横浜市の西のはずれ、泉区の上飯
田地区にあります。児童数は318名。普通級が
12クラス、個別支援級3級で、各学年2クラスと
いう、小規模の学校です。外国籍、外国につな
がる児童があわせて162名います。全児童数の
51％が外国籍、またはつながる児童です。つな
がるというのは、日本国籍を取得したというこ
とです。内訳としてはベトナムが78、中国52、
カンボジア8等々、全部で8か国の児童が在籍し
ています。
　なぜこういう多国籍の学校になっているのか
と言いますと、1998年までお隣の大和市にイン
ドシナ難民定住促進センターがありました。そ
こで、難民の方々を受け入れて、その方々が県
営いちょう団地に住むようになって、現在では
その2世、または3世の子どもたちが多く通学し
ているためです。県営いちょう団地はマンモス
団地で、住まわれている方の3割が外国につなが
る方と言われています。みんなの国の文化紹介コー
ナーが、校内に常設されていたり、今年の運動
会では、中国獅子舞の演技が行われたりしました。
子どもたちが中に入って演じています。こういっ
た取り組みが日常的に当たり前のように行われ
ています。
　課題は非常にたくさんあります。子どもたち
に関して言えば、言葉の獲得が非常に困難です。
2か国語を上手に操る子も中にはいます。そうい
う子だけでなく、日本語も母語もどちらも中途
半端になってしまう子どもたちも実際います。
その他にも生活体験の乏しさや学習の困難さ、
食育の不十分さや放課後・休日の過ごし方など
が課題となっています。それだけではなく、家庭・
保護者についても、文化や習慣の違い、経済的
な問題、母子家庭や父子家庭の増加、福祉的な
支援を必要とする家庭など、多くの課題があり
ます。今一番課題だと思うことは親子間のコミュ
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ニケーションです。子どもたちがある程度、日
常会話なら日本語中心になっているのに対して、
保護者には母国語だけでコミュニケーションを
とる方が多くいます。親子間のコミュニケーショ
ンがうまくいかない例として、子どもたちが思
春期になって、いろいろ親に相談したくても、
それが言葉の問題で叶わないため、コミュニケー
ションをとること自体をあきらめてしまう。親
もそれを理解できないため、子どもに対しても
強くあたってしまうという悪循環があります。

（4）外部人材の活用について

　本校に今入っていただいている外部人材の方々
について、自分で改めて整理してみました。大
きく分けてみると、いわゆる児童指導や特別支
援教育に関わる方と、言語的な支援に関わって
くださる方とに区別できます。児童指導や特別
支援教育に関わってくださる方々については、
児童支援専任の私が中心になって、コーディネー
トしています。
　言語的な支援に関わってくださる方々につい
ては、本校には国際担当教諭が2名配置されてい
て、2人が中心になって関わっています。
　一人一人ご紹介する時間がありませんので、
本校のホームページが充実していますので、そ
ちらを見ていただきたいと思います。
　紹介したい方が何人かいますので、その方た
ちご紹介していきます。まずは外国語補助指導
員です。旧いちょう小時代から、何年も要望出
し続けて、やっと2012年度から非常勤の形で学
校に配置されました。スライドの写真の女性の
方です。ベトナムの方ですが、日本語も非常に
堪能で、当然ベトナム語もできます。日本に来
て間もない子どもたちの通訳のような役割を授
業中にしてくれています。それ以外にも、保護
者向けの配布物は他言語化が必要なので、翻訳
していただいたり、緊急に保護者に連絡とりた
いときに通訳してくださったりしています。また、
保護者の電話相談にも応じています。児童に聞
き取りをする、指導する際への入り込み。保護
者面談への通訳としての入り込みなどなどをし

ていただいて、今ではなくてはならない存在になっ
ています。
　次が学習支援者。カウントしてみると全部で
10人いました。本校には特に学生がたくさん来
てくれています。東京学芸大学、横国大、明治
学院大などから来てくれています。これまでの
学習支援者のイメージだと、あそこのクラスの
あの子が大変だから、とりあえずそこに入って
くださいというように、その場しのぎになって
しまっていたことも多かったように思います。
この専任の制度ができてから、校内に支援を必
要としている子がどれくらいいて、どの子にど
ういう支援が必要なのかということを整理して、
支援者の方にお伝えするようにしています。こ
の子にはこういう支援してほしいとか、こうい
う関わりをしてほしということを、具体的にお
話しして入っていただくようにしています。
　次が、地域で多文化まちづくり工房という、
ボランティア団体を運営してくださっている方
です。主な活動としては、放課後の学習教室を
毎週火曜日と金曜日、16時から17時半の間にし
てくださっています。19時から21時っていうのは、
中学生の部です。きっかけとしては、とにかく
勉強がわからない。放課後することがなくて、
子どもたちが荒れていたという状態があったので、
このボランティアの方が現状を見かねて、何と
かしようということから始めてくださったよう
です。学校へもたくさん入り込んでいただいて、
宿泊体験学習を支援していただいたり、通訳を
派遣していただいたり、学援隊として登下校の
見守りなどもしていただいたりしています。
　また、お金がもったいないから、幼稚園・保
育園に行かせないという保護者もいて、全く集
団生活を経験しないまま小学校に入学する子ど
もたちが例年何人かいます。その子たちが入学
後非常に苦労するのを見かねて、小学校ではこ
ういうことをするんだよということを、プレスクー
ルのような形で、毎週土曜日に行ってくださっ
ています。
　地域の協力者の方で、大和の定住促進センター
に難民相談員として20年間ご勤務された方で、
難民の受け入れに尽力された方がいらっしゃい
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ます。現在は保護士をされながら、近隣の上飯
田中学校で週1度、国際教室の支援員として活動
されています。この方は難民の方々の信頼が非
常にあついため、保護者面談で困難が予想され
る場合などにこの方に入って頂いています。
　最後にまとめをお話します。学校が抱える問
題は、とにかく複雑化、かつ多様化していて、
学校の中だけで、対応するのは非常に困難になっ
てきています。ですので、外部人材や外部人材
の活用は、今後も続いていかなければならない
と思います。また、これまでどうしても、小学
校なら小学校だけ、中学校は中学校だけで、そ
れぞれの取り組みに終始してたことが多かった
と思うんですが、この縦の連携を強めていくこ
とが必要になってきています。
　横浜市の場合幸いにも私のような立場で児童
支援専任が配置されてから、やっと窓口が一本
化されて連携をすすめていく体制ができてきた
と思います。今後どの学校においても、外部人
材を活用したり、外部機関と連携するための、
校内での人材確保と体制整備が大切になってく
ると思います。

報告 4　相模原市立中学校　小磯　滋
　私のほうは学校の中でい
ろいろな外部の方々と協力
して学校活動をつくってき
た報告をさせていただきます。
　我が校では2011年12月か
ら、いろいろな問題を抱え
た子がいる中で、地域の方々

の声を聞き取りしてあいさつ運動を開始して今
年で3年目になります。いじめや暴力のない、明
るい、あったかい学校づくりをめざして、外部
スタッフの皆様に協力していただいた実践の一
部を紹介させていただければと思います。
　相模原市ではいろいろな外部スタッフが入っ
ていまして、本校でも、ALTとかSC、支援教育
支援員、SSW、図書整理員、部活動技術指導者
が入っています。そういった方々のほかに、生
徒指導の協力していただく青少年指導員、スクー
ルサポーター、少年相談・保護センター、県警

の生活安全課、少年課、児童相談所、青少年相
談センターなど、こういった方々と協力してい
ただいています。
　それぞれがどのような方が窓口になっている
かというと、うちの学校の中で教育活動部の中で、
大きく5つの活動部で対応しています。
　まず、カリキュラム開発部。こちらは教務会
を中心として教育課程全般についてのカリキュ
ラムをつくったり、各部との連携をおこなって
います。生活支援部は、生活指導係、教育相談
係を中心に生活安全面での支援をおこなってい
ます。学習支援部は、教育活動を中心に活動を
おこなっています。活動支援部は、特別活動で、
生徒会・学級活動・部活動等の活動を行ってい
ます。職員研修もおこなっております。地域連
携部というのがありまして、夏休み課題とか地
域との情報発信ということも行っています。
　外部スタッフの活用場面にはどんなものがあ
るか具体的な例をいくつかあげさせていただき
ます。
　まずは生活支援部では、スクールサポーター。
神奈川県警生活安全課、少年課、相談予防センター
等のケース関係、それから児童相談所、少年相
談センター、地方子ども家庭支援課などとの連
携をおこなっています。また、うちの学校には
支援コーディネーターというのがおりまして、
こちらを窓口に、青少年カウンセラーやSSWと
の支援会議、学年会での支援計画相談会、こういっ
たものの企画をおこなっています。
　学習支援部では、英語科ではALTですね。事
業計画を立てて、すべてのクラスでまんべんな
くALTが参加できるような計画をつくっていま
す。また、支援教育支援員の学習支援の計画も作っ
ています。
　部活動活動支援員。こちらは、部活動の顧問
を窓口にして、部活動技術指導者などの活用を
おこなっています。本校では4つの部活について、
活用をしています。
　カリキュラム開発部と地域連携部では、家族
との関係ということで、PTAや外部機関との協力、
連携の窓口となっています。
　具体的に我が校では、支援教育支援員は、生
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徒13人にお願いしています。週3日勤務の中で
取り出しによる個別指導やＴＴによる支援を行っ
ています。学習支援については学年のほうで検
討して支援コーディネーターと協議の上、時間
割をつくって実施しています。ALTは英語科の
ALT担当を中心に時間割を作成しています。
　カウンセラーは週2回、本校には来てもらって
いまして、教師・生徒・保護者の問題解決に向
けて来て頂いています。
　部活動技術指導者については、各部の実態を
受けて、それぞれ定期的に来ていただいて、活
動を行っています。大体、土日の活動中心にな
りますが、部によっては平日の放課後にも一緒
に参加していただいています。
　地域での活動ということで、先ほどありまし
た挨拶運動をPTA、青少年相談員など多くの方々
に来ていただいて、盛り上げていただいています。
また、地元の身近なボランティアという形で、
商工会の青年部の方々に駐車場の屋根をつくっ
ていただくとか、トイレの壁の塗装を地域の方
にお手伝いしてもらったりしています。
　多くの方々に来ていただいた中で、今でも教
育相談を継続している生徒の保護者などもいます。
また、生徒の活動も大変前向きになりました。
一時期、学校に来るときも下を見ながら登校す
る生徒が多くいました。継続していく中で、前
向きになり、挨拶もできるようになって来ました。
また、支援学習支援員の方には、問題を抱える
子どもたちや心配な子どもたちに対して直接、
授業を行っていただいたり、授業支援をしてい
ただいたりする中で、授業がわかるようになった。
そういうことを実感させるような活動をしてい
ただくことができました。
　関係諸機関との関係の方々の協力によって、
生徒対教師という、なかなか相容れないところ
を間に入っていただいて、お互いの信頼関係を
構築するためのお手伝いもしていただいています。
　挨拶活動に来ていただいている方は、今でも
定期的に毎週1回は来ていただいています。その
方から、「本当に挨拶ができるようになりました。」
「明るくなりましたよ。」というような声が、出
てくるようになりました。こういったところは、

変わってきてはいますが、まだまだ、これで終
わりではありません。このあとも継続させてい
くためには、まだまだ多くの課題が残っている
と思います。
　今後の課題としては、学習面だけでなく生活
面でも支援を必要とする生徒が増えてきた中で、
なかなか先生方や外部指導者も、時間の制限や
勤務時間の人数もあり、どうやって対応してい
くのかが、課題として残っています。今、この
場のタイミングで面談をしていただきたいなと
いうときに、勤務関係の時間もあるし、なかな
かそれが叶わない部分もあります。さらにその
あとに増えていく新たな課題を持った生徒に関
わるには、人間関係をつくるまでに時間がかか
るということです。
　しかしその中でも、今後、学校生活で補って
いただく外部の協力は、必要ではないかと考え
ています。まだまだ、我が校で行っていることは、
ごく一部の部分で、他に活用ができることがあ
ると思いますが、このあと、皆さんのご意見を
いただいて、より良い参加の仕方を考えていき
たいと思います。

≪質疑・討論≫

外部スタッフと学校の相互理解について

樋口：フロアの方々から、いくつかの質問や意
見を頂きました。これに基づきまして、討論
を行っていきます。まず、頂いた質問の中で「外
部スタッフの中には、学校をよく理解できて
いない方もおられるようだが、教員の思いと
すれ違いが起きることがままあるのではないか。
この問題をどのように解決していったらいい
であろうか。」という指摘があります。そのこ
とに関連して学校側の外部スタッフに対する
理解の問題や学校側の意識転換の必要性など
についてもコメントをいただきます。

小見：このような質問をいただくということは、
恐らく学校の中でSCが「ちょっと違うのかも」
という動きをしてしまっているのかしらと心
配になりました。基本的には情報交換する中で、
「こういうときは、こういうふうに動いてもら
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えるとありがたい。」なんていうことを率直に
言っていただくとありがたいと思います。あ
るいは、通常の範囲内で伝えていただいても、
すれ違いがそのままになってしまっているから、
こういうご意見が出るとも思います。SCの運
用とか配置とかは、委員会やセンターとか、
それぞれの部署でしていただいていると思い
ますが、そこの担当の方にご相談していただ
いたり、SCのスーパーバイザーというような
役割の人間がいると思いますので、調整して
いただけるとありがたいと思います。
　　気が付かないまま良いと思ってしていると
ころがありますので、常に振り返りつつ、勤
務していけるようにいろいろな機会をいただ
いて、発信はしているところです。
樋口：先ほど、外部スタッフと教職員との間で、
児童生徒の相談業務に関わる情報の共有が大
事だという話をうかがいましたが、いろんな
相談にあたられるときに、学校側と情報共有
を含めた連絡・調整・相談について、どうい
う気持ちを持って学校側と対応されておられ
るのか。自分達の仕事はこれだから、これは
自立的にやっていくものであって、学校とは
関わりなくということで、「学校は一体何をやっ
てるんだろうか。」ということはありませんか。
小見：一部誤解があったり、SCによって、温度
差があると思うことがあります。あくまで、
学校でお会いする児童生徒や保護者は、学校
のケースであって、SC個人のものではないです。
守秘義務についても、集団で守秘していくっ
ていう立場をとっています。相談室の中での
会話は、守秘義務がありますから、先生は一
切関係ありませんという考えのSCはいないと
考えています。プリントを子どもや保護者に
渡すというような、一見職務外、業務外に見
えるようなことの中にも心理的支援の糸口に
なるようなこともありますので、黒衣であり
続けるということは、ちょっとカッコよく言
うとカウンセラーの美学だと思っています。
あまり存在感がなくても困りますが、自己主
張が強すぎるとか、このやり方でしか自分は
しませんとかいうことであっては困ると思っ

ています。
　　情報の共有についても、勤務日の中で必ず1
回は相談室の様子を、先生たちにお伝えする
ということは必要なことだと思っています。

樋口：学校側がやはり、外部スタッフの役割と
か機能ということについての理解がまだ十分
でない。意識の転換も必要ではないかという
声もあります。その点についていかがでしょ
うか。

小磯：外から来られる方々、地域の方々は多く
いらっしゃいますが、それぞれ関わっていた
だく部分を、ある程度決めた範囲の中で行っ
てもらうようにしています。ここは、この方
にお願いしようという形でお願いしたり、で
きたからこういうことで話をしようというよ
うな形でやっています。結果的にうまくいか
ないこともあります。そういう時は、まず学
校の実情をきちんと話せる場をつくって、向
こうの話もしっかり聞く中で、学校の中の1つ
の活動の中で必要だということを、お互い理
解してやっていくことが必要だと思っています。

　　窓口になっている方が中心になって、問題
が出てきた時に話し合う場を設けて、その関
係性をつくっていくことが大切だと思います。
実際、学校に来たときに相談しながら行うと
いう形でやっていくことが多いですが、学校
の事情が分からない部分も多いと思うので、
ある程度、ここまでっていう事を分かる範囲
で示して、活動の協力を願うというようにやっ
ています。

　　学校側もできる範囲はやるけど、やはりこ
こまでという線をきちっと引いて、やってい
かなきゃいけない部分もあると思います。

樋口：先ほど、小見さんからもご指摘ありまし
たけれども、役割分担がごちゃごちゃになっ
ているという話がございました。学校の専門
スタッフが担うべき役割と、外部スタッフが
担うべき役割、やはりそれぞれあるだろうと
思います。しかし、それをどういうふうに連
携して協働してやっていくかというところが、
これからの共同した学校づくりで大切になっ
てくると思いますが、そこら辺について、川
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上さんのご意見をください。
川上：どうしても人と人との営みですので、外
部の方と協働するときには行き違いはあると
思います。雇用条件について、学校にはお知
らせしていますが、学校の先生は割とコスト
だとか、時間だとか、緩やかっていうかルー
ズなところがあると思います。教員はちょっ
と滅私奉公的なところがあるので、ほとんど
外部の人は非常勤で、時間いくらだったり、
些少な謝礼で動いていただいてる方であったり、
ボランティアだったりするので、そこのとこ
ろを学校が、「この方はこういう人だな。」「こ
の時間まで頼んでいい人だな。」と、あやふや
になっていることを確認してもらいたいと思
います。
　　SCについては教育委員会の直接雇用ですの
で、たとえば63人のSCは市の非常勤特別職で、
一緒に公募していますので、連絡があれば教
育委員会で調整や確認ができます。しかし、
外部委託になると、なかなか直接的にはやり
取りが日常的にできない難しいところもある
と思います。
　　いずれにしても配属されている方とその現
場の人が、やり取りすることが必要なのだと
思います。
　　部活動の外部指導者についても、顧問が丸
投げしてしまって、積極的に関わらない、権
限委譲じゃないですけども、外部指導者が自
由に動いて、やりすぎということがあります
ので、しっかりと役割分担をすることが重要
だと思っています。

外部スタッフの身分保障について

樋口：丸投げした結果、部活動で事故が起こる
と大変な問題になりますよね。実は、これに
関連して、外部スタッフの方たちの身分保障
はどうあるべきか。外部スタッフの方々は非
常勤の職なので、不安定な身分である。先が
見えない身分では、十分に能力を発揮してい
ただけないのではないかという問題があります。
これについては、SCのお立場から身分保障に

ついてどうお考えになるか。そしてまた、行
政のお立場から、こうした身分保障の問題点
をどう捉えるか。たとえば相模原市の場合も、
さまざまな職種の、さまざまな賃金体系になっ
ていますので、ここら辺をどう考えて、どう
改善する必要があると感じておられるのか、
お伺いしたいと思います。

小見：そんなことを聞いていただけるなんてあ
りがとうございます。それは願わくば、家庭
の中で主たる家計を担ってる方も、心理の世
界ではおりますので、福利厚生も含めた身分
保障や常勤の形が理想的なことだと思います。

　　ただ、現実はいろんな雇用の仕方がありま
して、先々そういった理想的なものに向けて
いくためにも、今ある枠組みの中でSCがいな
いと、学校の教育活動が成り立たなくなると
言われるような、日常の臨床に心がけていき
たいなと思います。

樋口：やはり外部専門スタッフの方々の処遇改
善をきちっとしなければ、学校という場にお
いてその専門性を生かしきれないという問題
はあろうと思います。やはりどうしても外部
専門スタッフ・非常勤職は、ある意味での非
正規雇用的な側面があるわけですね。安く使っ
てしまおうという行政側の考えがあるのでは
ないか。そこら辺は行政の立場からどうでしょ
うか。

川上：学校教育法に位置づけてですね、養護教
諭のようにカウンセラーを位置づければ、正
規雇用っていう形になると思いますが、栄養
教諭にしても今の状況なので、なかなか現実
問題として難しいのと思います。

　　非常勤ということになると、SCでも基本的
には1年の委嘱で、最大5年まで継続可能になっ
ています。

　　もちろん、再度応募していただいてやって
いただくこともありますが、他市町村と比較
してどこがいいかとか、社会保障では相模原
はしっかりしているとか、雇用の条件に差が
あることがあります。また、職種によって、
賃金のばらつきとかあると思いますが、それ
ぞれ業務内容も違うので、一概にこの部分を
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統一するのはなかなか難しいと思っています。
樋口：SCについては、たとえば、愛知県の名古
屋市でSCの常勤化が、今おこなわれてきてお
りますね。常勤職員にして、その職に専念し
てもらいたいという、そういう環境整備を進
めていく自治体も出てきていますので、今後1
つの大きな取り組みの課題だと思いますね。

少人数学級と支援コーディネーター配置とどち
らを優先するか

樋口：支援コーディネーターはいるけれどもす
べての学校に配置ということではない。そう
いう意味では、横浜は大変恵まれていると思
いますが、こうした教職員の配置にかかわる
教育上の効果については、自治体の議会でも
よく議論が行われる課題ですが、ここで支援コー
ディネーターを置くやり方と1クラスの児童数
を減らして担任を増やすやり方の、どちらの
ほうがより効果的、効率的だとお考えでしょ
うか。
難波：どちらが優先というのは、難しいところ
です。できれば両方やってほしいなというと
ころが本音です。ただ自分が、児童支援専任
になって改めて感じるのは、今担任の先生を
いくら増やしたところで、もうそれだけでは
解決しきれない問題が本当に多くなっている
ということです。専任のような専門的な知識
や技能をもった人が校内に1人は必要だろうと
感じています。
樋口：外部スタッフを学校に導入・活用してい
くにあたって、調整やコーディネートは、非
常に大きな役割を果たすと思います。そのた
めの専任のスタッフを置いておられるという
取組をお聞きすると、横浜市は大変素晴らし
いことだと思います。一方、たとえば相模原
市も政令市としては大きいわけですけれども、
支援コーディネーターについては、なかなか
全校配置が難しい。川崎市も難しい。これは
やはり自治体の財政力の問題になるんでしょ
うか。コーディネーターの役割が、非常に大
事だということが、横浜市の例を見ても、今

日認識したところです。他の自治体でも、今後、
全校配置に向けた取り組みは、考えられない
でしょうか。

川上：相模原市も今年度10校、児童専任がつい
ております。年々それを拡大したいところは
ありますが、基本的に正規でとるわけではな
くて非常勤を加配して何人か専任を配置して
いくところです。今後、いろいろな事業のた
めに、国とか県とかで加配されてる部分をど
う組み立てていくのか、教育委員会の課題だ
と思っています。

　　今後の、給与の政令市権限移譲の部分もあ
りますけども、そのタイミングで一体何にど
ういう教諭にお金をつけるか、どういう教員
を増やしていくのかという事は、相模原市の
みならず、それぞれの市町村の特色の中で、
児童専任が必要なのか、取り出しをするよう
な支援員が必要なのか、学校のニーズに応えて、
教育委員会もある程度の方向性を出さなけれ
ばいけないと思っています。

樋口：国が措置している教員の加配の定員など
を有効に活用しながら、コーディネーター的
な職を設置していただくと大変教育上有効と
いうふうに感じるところです。

スクールカウンセラー（SC）の今後の課題

樋口：学校における外部専門スタッフとして、
SCは比較的長い歴史がある。20年目を迎えて、
今後も含めての課題をどのようにお考えなの
かについてご意見をいただきたいと思います。

小見：1995年以来、専門家ということで、学校
に配置されて20年になります。専門家なのに、
「よく分からないから、今度調べてきます。」
みたいなことがあってはいけないと思ってい
ます。学校での子どものことですから、学校
における不適応の状態像を見て、見立てる力、
なぜこのような今不適応な状況になっている
のか、家庭の環境も含め、背景ということも
含め、現時点での、クラス内の関係も含めた
社会的な関係性も含め、そういった幅広いと
ころからその見立てる力というところで、よ



●  18  ●

り深い理解につながるような見立てを提供し
ていくことができるような、個々のスキルアッ
プをしていくことが大切だと思います。
　　臨床心理士は5年ごとの研修をしていかない
と、その資格がキープできないようなシステ
ムになっています。私はそれだけでは不十分
だと思っています。やっぱり学校で、心理臨
床の場、スクールカウンセリングの場を与え
られている人というのは、そこで起きている
ことについて、スーパービジョンなり、グルー
プスーパーバイズなりを定期的に検討する場
に身を置くということが必要だと思っています。
　　スクールカウンセラーによって、対応が全
然違うというのは、学校側も面食らうことが
あろうかと思います。当然、前のSCがどう動
いてたかについて引き継ぐときの情報交換は、
ケースのところだけでなくて、動き方につい
ても、今までの相談室運営は前任の方はどん
なことやってたんだろうと思いながら、緩や
かに、時間をかけて、運営の仕方を変えてい
くというくらいの配慮が必要だと思っています。
　　課題ばかりが目につきますが、20年間学校
というところで、一定の評価をいただけてい
るからこそ、この事業が継続しているとの自
負はあります。内心は課題山積だなと日々思っ
ています。

外部スタッフと協働した学校づくりに向けて

樋口：私は最初の問題提起で、イギリスにおけ
る外部スタッフの導入の経緯についてお話を
しました。1990年代の終わりに、教育雇用省
が「教員がしなくてもよい業務25項目」をは
じきだして、いわゆる主に事務的な業務につ
いては教員が担うべきではない。そのための
スタッフに対応してもらうべきだという方向で、
外部スタッフの導入が進んだという経緯があ
ります。イギリスも日本も同じで教員が多忙
な状況におかれており、教員が教育に専念で
きるような態勢を整備する意味から、外部スタッ
フを活用するというのも1つの大きな動機でした。
　　そこで問題なのは、教員が外部スタッフに

課題を丸投げしてしまう実態がある。教育指
導や学習指導については教員が専念できるよ
うにし、教育以外のさまざまな課題について
は外部スタッフを活用するということが大切
ですね。丸投げしてしまうという中で、教育
指導まで丸投げするということは、考えにく
いですけれども。

　　どうでしょうか。現場のほうから、今、学
校において、そういう外部スタッフに丸投げ
してしまって、教員としての役割を果たして
ないのではないかというご批判があるとしたら、
どういうふうにお感じになりますか。

難波：本校のことだけでお話しすると、そこの
線引きはしっかりできていると思っています。
個人的な考えかもしれませんが、専任として1
番心掛けていることは、担任の先生が学級経
営や教科指導に集中できる環境をいかに作る
かっていうことです。

　　ですので、それ以外の子どもたちの問題行
動や話がこじれた場合の保護者面談、不登校
の児童への対応などについて、基本的にはま
ず私のほうで預かって、あとはそれを外部スタッ
フも、校内の職員も全て含めて誰がどういう
役割で対応するのかっていうことを、専任が
中心になってコーディネートしていくという
状況ができつつあると思っています。本校に
関しては教員が本来やるべきことと、外部の方々
にやっていただくことっていうのは、きちん
と分けて、やれているかなと思います。

樋口：コーディネーターを専任で配置すること
によって、個々の先生方の勤務負担というのは、
軽減されているでしょうか。

難波：はい、それは担任の先生方がどう感じて
いるかによると思います。専任の評価は、専
任がいることで担任の先生が学級経営や教科
指導に専念できる環境になっているか、どう
かだと思います。担任にとっては、目の前に
いる子どもたちや保護者からの評価が、その
担任の先生の評価だと思いますが、専任にとっ
ての評価は、担任の先生方がそれぞれどう思っ
ているかっていうことだと思っています。正直、
聞いたことはないので、何とも言えませんが、
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自分としてはそうあろうとして努力している
所です。
小磯：我が校でも校務分掌の中にコーディネーター
という立場の方々がいます。その方については、
学級担任はもたないように工夫して、できる
限り配慮するような形でやっています。課題
としては、どこまでがコーディネーターにやっ
てもらいたいのか、担任やそれぞれの担当が
どこまでやるのかっていう線引きが、不明確
なところもあります。課題を抱える生徒が増
えて、学校外や家庭の問題も入ってくるときに、
学校の職員が行った方がいいのか、関係機関
にお願いした方がいいのかという部分で悩み
があります。そこの部分の線引きが、ある程
度明確になると、連携もスムーズにいくので
はないかと思っています。
樋口：児童支援という観点から、コーディネーター
が専任で配置されてるという話はよく分かり
ました。資料にもあるように、学校にはほん
とに多様な職種の方々が外部スタッフとして
入ってきている。これ全体を管理するのは大
変なことです。これを1人の教員がいるという
だけでは、とても対応できるような話ではな
いと思いますが、ここら辺の管理をどうする
のか、行政の立場からどのように捉えていますか。
川上：とても難しいことで、それぞれ統括する
部署が1つではないんです。私がいる青少年相
談センターは、スクールソーシャルワーカー
とカウンセラーだけです。それぞれの外部スタッ
フは学校教員課など各課が予算を持っていて、
採用したり配置したりしていて、縦割り的になっ
てるのが現実です。教育局全体での議論がな
かなか進まないのが現状です。相模原市には
約70人の指導主事がいますので、そこが利点
かなと思います。つまり、学校がその部署に
連絡すれば、縦割りながらも、直に指導主事
を介して、ニーズに応えられていると思って
います。今後、部署を越えてですね、全体と
してどういうところに重みづけするのかとい
うことが課題だと思っています。
樋口：学校現場からみても、これだけ多様な職
種の方が入っていると、どこから来た人か、

あの人は何をやってるのか、この人は何をやっ
てるのかっていうことは、個々の教員にはわ
からない。コーディネーターの方はわかって
いるかもしれませんが、個々の先生方が知ら
ないというところで学校が動いている、こう
いうことについて、どう思われますか。

小磯：確かにいろんな方が来ています。例えば
外国語の指導が必要な場合にも、全体に紹介
はしますが、実際に動き始めてしまうと、支
援は何曜日の何時間目だけです等、具体的な
ことは担当と学年は分かっていても、その時
間にあった方が余りいないってことになり、
周知の仕方は難しい面も確かにあります。

　　誰にお願いして、どこに行くとかいうこと
が不明確な部分もあったり、指導員の勤務の
確認とか、授業の調整とかについて、教員の
負担になって教育に集中できない部分もある
と感じています。

樋口：外部スタッフは学校に対する理解がない
とか、教師が外部スタッフについて理解して
いないということになると、「外部スタッフに
支えられた学校づくり」ということについて
疑心暗鬼になり、お互いが尊重し合う、理解
し合うということが難しくなってくると思い
ます。ここはぜひ今後相互理解を進めていた
だきたいと思いますし、そこで、問題は、そ
れぞれの役割を認識した上で、どのように今後、
共同した関係づくりをつくりあげていくのか。
共同した関係づくりをつくりあげていくため
に必要なことは一体何か、という事について、
ご意見をいただきたいと思います。

小見：これは人生で困難に出合ったときにどう
乗り越えていくかということの、基本かもし
れませんが、一緒にとり組んでいこうとする
と人のできないことを数えたくなるんですね。
できないことを数えて、攻撃し合ったり、不
満を持ったりすると、エネルギーを削がれる
ということがあると思います。できないこと
よりも、うまくいってることに目をやりつつ、
励まし合っていくと、課題も共有できるかな
と思います。

難波：私は専任という立場についたので、いか
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に外部の方のお力が学校にとって必要かとい
うことを理解した上で、協力お願いしている
ところです。しかし、そこの感覚は、一人一
人教員によってかなり差があるというのが現
状だと思います。どうしても小学校の場合、
学級王国という言葉があるように、一人でク
ラスのすべてをマネージメントしたいという
考えの方もまだ根強くあります。まずは、「今
はそういう時代じゃないんだ。」いうところから、
教員の意識を変えることが必要だと思っています。
　　また、外部の方に入っていただく上で、外
部の方のそれぞれの思いを尊重することも、
大切だと思いますが、やはり学校に入ってい
ただくからには、学校はどういう方針で、外
部の方に関わっていただくのか、個人情報の
扱いなども含めて守っていただかなければな
らないことも、きちっと最初にお話しして、
そこを理解いただいた上で、関わっていただくっ
てことが、大切だと思います。
小磯：私としてもやはり同じような考えです。
外部の方が必要であるということは、もう分っ
ていることなので、学校の中でいろんな立場
の方が来ているという前提で教員も理解して
いくことが必要だと思います。学校としてど
ういうことをしてもらいたいのか、お互いが
確認した上で、協力して取り組んでいくとい
う姿勢が大切だと思います。個の思いだけ先
行して、お互いの調整ができなくなるという
部分もあると思います。だから最初のきっか
けの部分で、役割分担、立場の確認をやるこ
とが、一番最初に必要だと思います。我が校は、
今まで苦労して一緒にやってきましたが、今
の生徒の姿見ると、やっぱりやってきて良かっ
たなと思って地域のボランティアさんは来て
くださっていると思います。そういう形でや
るのが必要じゃないかと思います。
川上：先生たちが忙しすぎて、ゆっくり学校を
見れない、目の前の子どもの対応でいっぱいで、
今学校にどういうことが必要なのか、何が足
らないのか、ゆっくり見る時間のゆとりがな
いのかなと思います。一番は、校長先生を初
めとした学校のリーダーが、どういう地域な

のか、子どもにどうあるべきなのかイメージ
しているとか、課題は何かというのを十分、
分析して、カウンセリングどうにかしようとか、
児童指導をどうにかしよう、地域との連携ど
うにかしよう、ボランティアを入れよう、と
いうイマジネーションがどれだけあるのかが
重要だと思います。校長がリーダーシップを持っ
て、軽重をつけて、すべてを取り込むのでは
なくて、部活動は職員でできるから、カウン
セラーはたくさんほしい、とかいうビジョン
が必要だと思います。

　　行政的に言いますと、いろんな校長先生が
いて、教育委員会をうまく使う人もいます。「ど
うにかなんないかな、どうにかなんないかな。」
と言われますと、「行政として少しでも求めに
応じて、お役にたてれば」と対応するものです。
地域の方も同じように言われます。地域はもっ
と学校を助けられる、お手伝いしたい。でも、
声が掛からないという声があります。

樋口：これまでは、限られたスタッフで支えら
れてきた学校、いわゆる閉じた教育共同体から、
開かれた教育共同体にしていくことが求めら
れています。その新しい教育共同体というのは、
教職員だけで支えられるものではなく、外部
スタッフも参画して、一緒になって支える教
育共同体でもある。そういう、大きな時代の
流れに、我々は今、いるのだと思うわけです。
そういう意味で、外部スタッフと学校の教職
員が共同した、新しい学校づくりは、今日的
な課題だろうと思いますね。

　　今日のシンポジウムは、結論を得るもので
はございません。ある意味では、こういう新
しい協働した学校づくりに向けての、対話が
スタートしたという受け止めで見ていただき
たいと思います。今日ご参集のフロアの皆様
方が学校現場に戻られて、今日の議論を1つ生
かしながら、学校における外部スタッフとの
連携のあり方、共同のあり方について、取り
組みをしていただければ幸いかと思います。
本日のシンポジウムは、これにて終了させて
いただきます。ご清聴、どうもありがとうご
ざいました。



外部スタッフの配置状況（A市の場合）
No 配置スタッフ名称 事業目的・仕事内容等 配置 配置状況 勤務実態 賃金等

1 日直代行員 小中 土日、祝日等に勤務　
年末年始は指定した日数 日額4895円

2 外国人英語指導助手 109校に配置

3 児童指導専任教諭支
援補助非常勤

児童支援専任教諭が職務に専
念できるよう、担当時数の一部
を受け持つ

小 10校
1週間につき18時間以内
1日6時間以内かつ1週4
日間以内

1週12授業時間18時間勤
務4日で1週36180円

4 図書整理員 小中
年休研修含み95日
週2日～3日程度
1日5時間勤務

日給4450円
（時給890円）

5 臨時介助員・臨時看
護師

給食管理やアレルギー対策を
行うことで教職員等の業務負
担等の軽減

小 学校栄養職員の配置対象
とならない学校に配置

臨時介助員・臨時看護師
（2人）年間202日以内
6時間勤務

日給6900円
（時給1150円）

6 コンピュータアドバイ
ザー

授業補助から、教員などへの
パソコン指導が主な業務 小中

派遣回数は年間16回、
1日6時間勤務
学期ごとに業者と日程調
整

7 歯科記録員 歯科検診時に配置 時給1000円

8 日本語巡回指導講師、
日本語指導協力者

9 学校体育指導協力者
派遣

学校体育における充実と安全
確保のための水泳授業・武道
授業等に指導協力者を派遣

小中 全小学校分900回
全中学校分20回

10 中学校部活動技術指導者派遣事業
部活動の一層の活性化を図る
ため技術指導者を派遣 中 全中学校分2650回

11 支援教育支援員

支援教育コーディネーター及び
学級担任等と協力して次の業
務を行う。
①児童生徒に対する支援体制
の充実
②児童生徒の個別支援、学校
生活に必要な支援

小中
1週に3日程度1週に18
時間を超えない範囲年間
105日年休健康診断等有
109校全校配置

8時30分より17時までの
間で連続した7時間
（休憩1時間を含む）

12 観察実験アシスタント
小3年
～6年

3年～5年各1学級あたり
6日
6年1学級あたり10日

1日当たり4，5時間 日給制4005円

13 市費少人数学級非常勤講師 小中
小17校、中9校
中学1年生35人学級推進
事業を3校6人配置

1週5日勤務　年休健康診
断等を含み183日以内
1日5時間勤務

8040円
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